
オンライン資格確認 よくあるお問い合わせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2 「マイナで資格確認」を押しても情報が反映されません 

Q3 被保険者氏名が出てきません 

Q4 有効期限が出てきません 

Q5 マイナを読み込んだ後の作業を教えてください 

Q10 マイナンバーカードの受付は初めてなのに「特建・薬剤等を取得する」が

表示されません 

Q8 マイナでは公費の情報は読み取れないのですか？ 

Q15 医シ加算（医療情報・システム基盤整備体制充実加算）はどういう 

タイミングで点数を判断していますか？ 

マイナンバーカードで資格確認を行えば医療費は安くなるのですか？ 

Q6 負担割合が出てきませんでした。負担割合が読み込めたのかわかりません 

Q13 院内患者の「オンライン資格確認」に「有効」と表示されていれば、 

毎月の保険証の確認は必要ないですか？ 

Q1 院内患者に患者様を呼び出すタイミングは、カードリーダーの操作の後です

か？先ですか？ 

Q9 枝番の情報だけが新しく追加されていたのですが、「更新する」を押すと

エラーがたくさん出てしまいます 

Q11 保険証確認画面に「マイナンバーで来院しました」が出る人と出ない人がいます 

Q12 「マイナで資格確認」画面で[全表示]にした際、一覧に残っている人と 

残っていない人がいるのはなぜですか？ 

Q14 従来の保険証の場合、「保険証確認画面→[OK]」で終わらせてよいですか？ 

Q7 限度額認定証を持っていないのですが、限度額の区分が表示されます 

Q16 マイナンバーで来院した患者さんの一覧を見たいです 

Q17 「マイナで資格確認」を押したときにオンライン資格確認側の名前が「●」

になっています 



Q1 院内患者に患者様を呼び出すタイミングは、カードリーダー

の操作の後ですか？先ですか？ 

 

A1 どちらでも大丈夫です。 

＜戻る＞ 

 

 

 

Q2 「マイナで資格確認」を押しても情報が反映されません 

 

A2 「全表示」を押すとマイナンバーカードを読み込んだ方が出てきますの

で、該当の方にカーソルを合わせていただければ、右のオンライン資格

確認に詳細が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜戻る＞ 

  

① ここに患者様が表示されない場合

は、左上の「全表示」をクリックし

てください 

② 表示された患者様の行をクリック

すると右側に患者さんの情報が表

示されます。 



Q3 被保険者氏名が出てきません 

 

A3 オンライン資格確認側で被保険者氏名が登録されていないケースが多

いです。レセプトには被保険者氏名は記載されませんので、無くても請

求には影響ありません。 

 

＜戻る＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4 有効期限が出てきません 

 

A4 今までは保険証に対して「この日からこの日まで」という「カードが使

用できる期間」を確認していましたが、オンライン資格確認では「現時

点で登録されている保険証が使えるか」という確認をしているため、「有

効期限」の登録がないケースが多いです。 

資格確認後、院内患者のオンライン資格確認の欄が「有効」になってい

れば、有効期限はブランク（未記入）にしていただいて問題ありません。 

 

＜戻る＞ 

 

 

 

  



Q5 マイナを読み込んだ後の作業を教えてください 

 

A5 院内患者画面で、マイナンバーカードを読み込んだ患者様にカーソル

合わせてから「Ｆ４ 保険証確認」を押していただき、「マイナで資格

確認」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左側に患者原簿に登録されている情報、右側にオンライン資格確認で

取得した情報が表示されます。 

① 「保険者番号」「記号」「番号」「続柄」「詳細情報」のどれかに変更

がある場合は、「更新する」を押して、新しい保険として患者原簿に

登録します。内容が変わっていなければ「キャンセル」をクリック

します。 

② 画面内の照会番号が「未登録」と出ていた場合は、「特健・薬剤等

を取得する」をクリックしてレセコンとオンライン資格確認を紐づ

けます。 

＜戻る＞  

患者原簿の登録内容 

オンライン資格確認からの情報 

患者原簿の登録内容と相違があ

る項目は緑色で表示されます 

② 

①  



Q6 負担割合が出てきませんでした 

負担割合が読み込めたのかわかりません 
 

A6 限度額の読み取りには患者様に「高額療養費制度の利用」に同意して頂

く必要があります。カードリーダーで「同意しない」を選択すると、70

歳以上の高齢者は医療保険の負担割合が表示されます。 

 ・前期 2 割 → 2 割 上限 18,000 円 

 ・前期 3 割 → 3 割 現役並み III 

 ・後期 1 割 → 1 割 上限 18,000 円  

 ・後期 2 割 → 2 割 上限 18,000 円 

 ・後期 3 割 → 3 割 現役並み III 

70 歳未満の場合は空欄です。 

＜戻る＞ 

 

 

Q7 限度額認定証を持っていないのですが、限度額の区分が表示

されます 
 

A7 これまでは患者様が申請を行わなければ、限度額認定証は発行されませ

んでしたが、オンライン資格確認で照会して情報を取得できれば、患者

様が申請していなくても限度額以上の医療費を窓口で支払う必要がな

くなります。 

詳細はこちらのページでご確認ください。 

【医療機関・薬局の方々へ】令和４年９月 厚生労働省保険局 

＜戻る＞ 

 

Q8 マイナでは公費の情報は読み取れないのですか？ 
 

A8 現在マイナンバーカードで取得できるのは限度額認定証の情報です。 

障害・乳幼児・ひとり親、生活保護などの公費の情報は取得できません。 

生活保護の患者様は、情報が取得できないため、院内患者の「オンライン

資格確認」欄は空欄となります。 

生活保護に関しては、令和 5 年度中にマイナンバーカードを利用したオ

ンライン資格確認を導入する予定となっているようです。 

＜戻る＞  

https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/about/docs/f4cb9744256f61c43f51ab7a9ae7dd65.pdf


Q9 枝番の情報だけが新しく追加されていたのですが、 

[更新する] を押すとエラーがたくさん出てしまいます 
 

A9 そのまま [更新する] を押すと、「オンライン資格確認」に表示されて

いる情報が新しい保険証として登録されます。 

[更新する] は以下の内容が変更になった時に押してください。 

 ・保険者番号、被保険者記号、被保険者番号 

 ・被保険者との続柄 

 ・詳細情報（負担割合） 

 

左上の [上書き] をクリックしてから [更新する] をクリックした

場合は新しい保険として登録はされず、上書き修正となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在登録されている内容を修正したい場合は、[上書き] のボタンを

クリックして、修正する項目にチェックしてから [更新する] をクリ

ックしてください。 

＜戻る＞  

変更したいところだけにチ

ェックをつけて、 

[更新する] をクリック 

上書き修正したい時に

クリック 



Q10 マイナンバーカードの受付は初めてなのに「特建・薬剤等を 

取得する」が表示されません 
 

A10 「特建・薬剤等を取得する」は「照会番号：未登録」が表示されている

場合に表示されます。マイナンバーカードでの操作が初めてでも、既に

保険証で資格確認を行っており、照会番号に番号が登録されていればボ

タンは表示されません。 

＜戻る＞ 

 

 

Q11 保険証確認画面に「マイナンバーで来院しました」が出る人と

出ない人がいます 
 

A11 照会番号が未登録の方がマイナンバーカードを初めて通した場合は表

示されません。照会番号が付与されてからマイナンバーカードかざした

場合に表示されるようになります。 

照会番号が未登録の場合は [マイナで資格確認] を行い、「特健・薬剤情

報を取得する」をクリックして取り込むと表示されなくなります。 

照会番号がすでに登録されている場合は [更新する] （「上書き」も含む）

をクリックすると表示されなくなります。 

患者さんが先にマイナンバーカードをカードリーダーに通してくれて

いた場合、院内患者の [F4 保険証確認] をクリックすると「マイナンバ

ーカードで来院しました」と表示されていますが、[マイナで資格確認] 

をクリックし、情報を更新すると、「マイナンバーカードで来院しました」

の表示はされなくなります。 

＜戻る＞ 

 

 

Q12 「マイナで資格確認」画面で [全表示] にした際、一覧に残っ

ている人と残っていない人がいるのはなぜですか？ 
 

A12 マイナンバーカードで読み込んだ情報を「上書き」「更新」で患者原簿に

転記した場合は一覧から消えます。 

「上書き」「更新」をせず「キャンセル」にした患者様はリスト上に残っ

た状態になっています。 

＜戻る＞  



Q13 院内患者の「オンライン資格確認」に「有効」と表示されてい

れば、毎月の保険証の確認は必要ないですか？ 
 

A13 「療養担当規則」では緊急でやむを得ない場合を除き 

「保険医療機関は、患者から療養の給付を受けることを求められた場合

には、健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認（以下「電子

資格確認」という。）又は患者の提出する被保険者証によって療養の給付

を受ける資格があることを確認しなければならない。」 

と定められているため、保険証またはマイナンバーカードによる資格の

確認が必要です。 

＜戻る＞ 

 

 

Q14 従来の保険証の場合、「保険証確認画面→[OK]」で終わらせて

よいですか？ 
 

A14 従来通りの保険証で確認の場合も、オンライン資格確認の「保険証で確

認」を行えば、本日の段階で資格が有効または無効であるかがわかるの

で、入力ミスや資格喪失後の受診などを防げますので、ご活用ください。 

 

＜戻る＞ 

 

 

Q15 医シ加算（医療情報・システム基盤整備体制充実加算）はどう

いうタイミングで点数を判断していますか？ 

マイナンバーカードで資格確認を行えば医療費は安くなるの

ですか？ 
 

A15 点数が少なくなる条件は「マイナンバーカードで資格確認を行い、問診

情報や特定健診、薬剤情報を入手し、本日の診療に役立てた場合」です。 

マイナンバーカードで資格確認を行っただけでは、要件を満たしていま

せん。 

マイナンバーカードで受付して得られる「特定健診・薬剤情報」を得る

ことができた場合に初診時は点数が少なくなり、再診時は加算されなく

なります。 

＜戻る＞ 



Q16 マイナンバーで来院した患者さんの一覧を見たいです 
 

A16 院内患者の「マイナカード来院一覧」で確認できます。 

クリックしてこの画面に切り替えた時のみ更新されますので、患者様の

お名前がない場合は「更新」ボタンをクリックしてください。 

患者様がマイナンバーカードをカードリーダーに置き、カードの読み取

りをするとこの画面にお名前が追加されます。「マイナで資格確認」を行

っていない場合は「マイナ確認」に「未確認」と表示されますので、保

険証確認ボタンまたは患者原簿から「マイナで資格確認」を行ってくだ

さい。「マイナで資格確認」を行わないと、1 週間程度で患者様のお名前

は削除され確認できなくなります。 

過去にさかのぼって確認できるのは、この機能が追加された令和 5 年 5

月 23 日位までです。 

カードリーダーを 2 回通した場合、以前に通した記録はそのまま残り、

同じ患者様が 2 行表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

患者様ごとの履歴は、院内患者の「保険証確認」画面の「オン資」のタブで確認

できます。 

＜戻る＞  

マイナ確認 
未確認 

患者がカードリーダーにマイナンバーカードを読み込ませたが、患

者原簿で「マイナ確認」を行っていない 

または、照会番号が振られていない 

空欄 「マイナ確認」で照会済み 

来院日時 カードリーダーを通した時間 

氏名欄 
照会番号登録済：患者原簿に登録されている氏名 

照会番号未登録：カードリーダーで取得した氏名 

特健同意 

薬剤同意 
同意があれば「有」、なければ空欄 

薬剤/特健の

取得 
取得した情報があれば〇がつきます。情報が存在していない場合は空欄 

「マイナで資格確認」を行っていない場合は「未確認」と表示 

確認済みだと空欄です 



Q17 「マイナで資格確認」を押したときにオンライン資格確認側

の名前が「●」になっています 
 

A17 オンライン資格確認システムの漢字登録が旧漢字だとレセコン側では

「●」になります。 

「●」になってしまっている漢字は、新字体を使用して問題ありません。 

「●」以外に変更されているところがなく「照会番号」が未登録の場合

は、「更新する」をクリックした後、「キャンセル」をクリックしてくだ

さい。 

「照会番号」が登録済みの場合は「キャンセル」をクリックしてくださ

い。 

 

＜戻る＞ 


